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公 安 委 員 会 規 則

島根県道路交通法施行細則等の一部を改正する規則をここに公布する。

平成26年５月30日

島根県公安委員会委員長 上 代 義 郎

島根県公安委員会規則第６号

島根県道路交通法施行細則等の一部を改正する規則

（島根県道路交通法施行細則の一部改正）

島根県道路交通法施行細則（昭和55年島根県公安委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。第１条

第23条中「同条第２項」を「同条第３項」に改め、「並びに道路交通法の一部を改正する法律（昭和40年法律第96

号）附則第２条第３項、同附則第５条第３項」を削る。

第24条の２第３項中「第29条の２第２項」を「第29条の２第３項」に改め、同条の次に次の３条を加える。

（医師の届出）

法第101条の６第１項の規定による医師の届出は、届出書（様式第27号の２）により行うものとする。第24条の３

（医師による確認要求等）

法第101条の６第２項の規定による医師の確認要求は確認要求書（様式第27号の３）により、公安委員会第24条の４

の回答は回答書（様式第27号の４）により行うものとする。

（届出の移送通知）

法第101条の６第４項の規定による通知は、届出移送通知書（様式第27号の５）により行うものとする。第24条の５

第25条の見出しを「（臨時適性検査の通知）」に改め、同条中「臨時適正検査通知書」を「臨時適性検査通知書」に

改める。

様式第26号の４中「殿」を「様」に改める。

様式第27号の次に次の４様式を加える。
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（第24条の３関係）様式第27号の２

届 出 書

年 月 日

島根県公安委員会 様

道路交通法第101条の６第１項の規定により届け出ます。

届出医師

住 所

医療機関名

氏 名 ㊞

住 所

患

フリガナ

男 ・ 女
氏 名

者

生年月日 年 月 日生（ 歳）

病 名

症 状

参考事項

注：用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。
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（第24条の４関係）様式第27号の３

確認要求書

年 月 日

島根県公安委員会 様

道路交通法第101条の６第２項の規定により確認を求めます。

要求医師

住 所

医療機関名

氏 名 ㊞

住 所

患

フリガナ

男 ・ 女
氏 名

者

生年月日 年 月 日生（ 歳）

（回答書送付先）

医療機関名

〒 ‐

所 在 地

電 話 番 号

注：用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。
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（第24条の４関係）様式第27号の４

回 答 書

年 月 日

様

島根県公安委員会 印□

道路交通法第101条の６第２項の規定により下記のとおり回答します。

記

住 所

患

氏 名 男 ・ 女

者

生年月日 年 月 日生（ 歳）

対象者は、 年 月 日現在、運転免許を

□受けた者である。
運転免許の有無

□受けた者ではない。

ただし、仮運転免許証を受けた者であるかは、不明である。

（備考）

この回答書の内容を他人に漏らした場合は、刑法第134条第１項（秘密漏示）の規定が適用されます。

注：用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。
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（第24条の５関係）様式第27号の５

届出移送通知書

第 号

年 月 日

公安委員会 様

島根県公安委員会 印□

道路交通法第101条の６第４項の規定により、下記の者について届出移送通知書を送付します。

記

住 所

氏 名

第 号 年 月 日
免許証の番号

公安委員会交付

理 由

備 考

注：１ 医師の届出に係る受理票（写）等を添付すること。

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。
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（島根県公安委員会の事務の委任に関する規則の一部改正）

島根県公安委員会の事務の委任に関する規則（平成４年島根県公安委員会規則第５号）の一部を次のように改正第２条

する。

第２条第１項第２号中「停止」の次に「及び当該処分の解除」を加える。

（島根県公安委員会の権限に属する事務の代行に関する規則の一部改正）

島根県公安委員会の権限に属する事務の代行に関する規則（平成14年島根県公安委員会規則３号）の一部を次の第３条

ように改正する。

別表道路交通法の部中

「

第89条第１項 運転免許申請書の受理及び運転免許試験の実施

第89条第２項 技能検査申請書の受理並びに技能検査の実施及び検査合 を

格証明書の交付

」

「

第89条第１項 運転免許申請書及び質問票の受理並びに運転免許試験の

実施

に、
第89条第２項 運転免許申請書を提出しようとする者に対する質問票の

交付

第89条第３項 技能検査申請書の受理並びに技能検査の実施及び検査合

格証明書の交付

」

「

第101条第１項 運転免許の更新申請書の受理

を
第101条第３項 更新期間その他必要と認めた事項を記載した書面の送付

第101条第４項及び第５項 適性検査の実施及び更新

第101条の２第２項及び第３項 適性検査の実施及び特例更新

」

「

第101条第１項 運転免許証の更新申請書及び質問票の受理

第101条第３項 更新期間その他必要と認めた事項を記載した書面の送付

第101条第４項 運転免許証の更新申請書を提出しようとする者に対する

質問票の交付

第101条第５項及び第６項 適性検査の実施及び運転免許証の更新 に改め、同部第101条の

第101条の２第１項 運転免許証の特例更新申請書及び質問票の受理

第101条の２第２項 運転免許証の特例更新申請書を提出しようとする者に対

する質問票の交付

第101条の２第３項及び第４項 適性検査の実施及び運転免許証の特例更新

」

４第３項第２号の項の次に次のように加える。

第101条の５ 免許を受けた者に対する報告徴収

第101条の６第１項 医師からの診察結果の届出の受理

第101条の６第２項 医師からの確認に対する回答
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第101条の６第４項 他の公安委員会への通知

別表道路交通法の部第107条第２項の項の次に次のように加える。

第107条の３の２ 国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収

別表道路交通法の一部を改正する法律の部を削り、同表道路交通法施行規則の部第18条の５の項中「受理」の次に

「及び審査の実施」を加え、同部第29条の２第１項の項を削り、同部第37条の２第２項の項中「第37条の２第２項」を

「第37条の２の２第２項」に、「適性検査」を「臨時適性検査」に改める。

附 則

この規則は、平成26年６月１日から施行する。
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